
1 
 

一般財団法人日本規格協会 

 

産業標準案作成対象テーマの審議について 

 

 日本産業規格（JIS）の制定、改正又は廃止のための産業標準案（以下、JIS 案という。）

の作成に着手するに当たっては、当会認定産業標準作成機関 JIS 案作成規程に基づき、当

該 JIS 案作成対象テーマが適切であることについて、主務大臣による事前調査、及び JSA 事

務局による“JIS 案の作成開始要件”を満たすことの事前確認を経て、産業標準作成委員会に

お諮りすることとなっております。 

 つきましては、次ページ以降の JIS 案作成対象テーマについて、理由（必要性）及び期待

効果、JIS 案の作成開始要件への適合状況、作成開始予定などを記載しておりますので、JIS

案の作成に着手してよろしいかご審議をお願いいたします。また、産業標準作成委員会の

下に JIS素案の調査審議及び作成を行うためのWGを設置することについても併せてご審議

をお願いいたします。 

なお、字句等編集上の修正については、産業標準作成委員会事務局に一任いただきます

ようお願いいたします。また、ご承認いただいた JIS 案作成対象テーマは、利害関係者に公

表するために JIS 作成予定一覧表として JSA ウェブサイト掲載いたします。 

 



制定／
改正／
廃止

規格番号 JIS素案作成委員会
（WG）JIS案の名称 JIS案の英文名称 改正する理由（必要性） 作成開始

予定
認定
機関

産業標
準作成
委員会

対応する国際規格番号
及び名称規定項目又は改正点

制定・改正
に伴う廃止

JIS
期待効果

選定基準1
（JIS法第2条の産業標準化

の対象）

選定基準2
（JIS法第1条の法律の

目的）

選定基準3
（産業標準化の利

点・欠点）

選定基準4
（国が主体的に取り組
む分野の判断基準）

選定基準5
（市場適合性に関す

る判断基準）

対応する
国際規格
との対応
の程度

改正 X9304-2 情報技術－メニューナビゲー
ションに関するユーザーインタ
フェース指針－第２部：４方向デ
バイスによるナビゲーション

一般社団法人ビジネス
機械・情報システム産
業協会のWG

Information technology－
User interface guidelines
on menu navigation－
Part2: Navigation with 4-
direction devices

この規格は、2020年に制定されており、4方向デバイスを
用いたメニューナビゲーションの方法の設計に関する指針
を規定したものである。4方向デバイスは、ゲーム機以外に
も様々な情報技術機器・装置（例えば、携帯電話器、パー
ソナルコンピュータ、デジタルカメラ、プリンタ・スキャナなど
複合機、テレビのリモコン）で広く利用されている。

現行規格の対応国際規格は、ISO/IEC 17549-2:2015で
あるが、原案開発中当時に対応国際規格の改訂情報を部
分的に入手することができたため、その変更内容を先取り
し、MOD規格としてこの規格を作成した。今回の改正で
は、基とする対応国際規格を正式に発行されたISO/IEC
17549-2:2020のIDT規格とすることによって、JIS使用者にも
誤解なく国際規格の最新版のIDT規格として利用可能とな
る。

今回の改正では、規定の整合性の精度を高めたIDT規格
とすることが第一の目的である。
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ISO/IEC 17549-2:2020主な改正点は、次のとおり。
・現行規格の箇条3（適合性）と箇条4（用語
及び定義）の記載順を、対応国際規格に
従って逆にし、ISO/IEC Directives Part 2及
びJIS Z 8301に沿った規格構成とする。
・“用語及び定義”において、用語“フォーカ
ス”の定義を明確にするために、適用領域と
して“4方向デバイス”を明記する。
・“考慮すべき基本事項”の“人間工学的側
面”に、ナビゲーションのための図記号例を
追加する。
・ISO/IEC 17549-2:2015では適用範囲と矛
盾する附属書（AnnexB：操作型に関する推
奨事項）の規定があり、旧規格ではこれを削
除したためMODとしていたが、対応国際規
格改訂時にAnnexBを削除したので、今回は
IDTとしてJISを作成する。

－この規格を、利用者が望んでいる対応国
際規格の一致規格（IDT）にすることによっ
て、国際的に利用可能となり、様々な製品
における操作の統一性が図られ、多くの
ユーザの誤操作によるトラブルを防止でき
る効果などが期待される。

第2条の該当号：
2（設計方法）

対象事項：
PC、タブレット端末、プリ

ンタなどのユーザーイン
ターフェイスをもつ情報技
術機器

法律の目的に適合し
ている。

利点：
ア、ウ、カ、キ

欠点：
いずれも該当しな

い。

国際標準をJIS化する
もの

IDT
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